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データヘルスの更なる推進 

○データヘルス計画は、２７年９月現在で、ほとんどの保険者で作成が完了。 

○今後は、平成３０年度からの本格稼働に向け、データヘルス計画のＰＤＣＡサイクルの標準化を目指す。 

課題① ノウハウ・推進方策 

 
生活習慣病をターゲットとした１次予防の展開（健康無関心層対策） 
 ○加入者への健康情報の分かりやすい情報提供  視覚に訴える・数値の意味を伝える・ソリューションを伝える 
 ○ヘルスケアポイント（個人インセンティブ） 
 ○コラボヘルスによる個人の日常生活動線（学校・職場・地域）での環境づくり 
 
糖尿病の重症化予防 
 ○重症化予防プログラム（対象者・指導方法等）・地域の医療関係者との連携体制の構築が必要 
 ○国（厚労省）・日本医師会・日本糖尿病対策推進会議で締結した重症化予防プログラムの横展開を推進  
 

課題② 専門的人材・マンパワー 

人材・マンパワー対策 
 ○健康・予防サービスを提供する事業者と、保険者等とのマッチングを推進 
 ○データヘルス・予防サービス見本市の実施 

課題③ 事業実施へのインセンティブ 

保険者インセンティブ 
 ○保険者の共通的な評価指標の作成 
 ○現在、保険者種別ごとに実際の評価の在り方を検討中 
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データヘルス計画の作成状況 

作成済・作成中 未着手 計 

市町村国保 
１，４２１保険者 
（８２．８％） 

２９５保険者 
（１７．２％） 

１，７１６保険者 
（１００％） 

作成済 H27年度中作成予定 計 

広域連合 
４１ 

（８７．２％） 
６ 

（１２．８％） 
４７ 

（１００％） 

＜健保組合・協会けんぽ＞ 

＜国保＞ 

＜後期広域連合＞ 

平成27年9月現在 

平成27年7月現在 

平成28年1月現在 

作成済 未作成 計 

健保組合 
１，３９５組合 
（９９．６％） 

５組合 
（０．４％） 

１，４００組合 
（１００％） 

協会けんぽ 
４７支部＋船保 
（１００％） 

－ 
４７支部＋船保 
（１００％） 
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○今後は、平成３０年度からの本格稼働に向け、データヘルス計画のＰＤＣＡサイクルの標準化を目指す。 

課題① ノウハウ・推進方策 

 
生活習慣病をターゲットとした１次予防の展開（健康無関心層対策）⇒インセンティブガイドラインの策定 
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 ○コラボヘルスによる個人の日常生活動線（学校・職場・地域）での環境づくり 
 
生活習慣病の重症化予防⇒重症化予防プログラムの策定 
 ○重症化予防プログラム（対象者・指導方法等）・地域の医療関係者との連携体制の構築が必要 
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 ○健康・予防サービスを提供する事業者と、保険者等とのマッチングを推進 
 ○データヘルス・予防サービス見本市の実施 

課題③ 事業実施へのインセンティブ 

保険者インセンティブ 
 ○保険者の共通的な評価指標の作成 
 ○現在、保険者種別ごとに実際の評価の在り方を検討中 
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生活習慣病をターゲットとした１次予防の展開① 

○健康に「無関心」である健康な個人に対して、どう 

   意識変容・行動変容を促すか。 

 

 ☞分かりやすい健康情報の提供の３ステップ 

 

 ☞ICTも活用したインセンティブ 

 

⇒今後、厚労省で策定したガイドラインの普及により取 

  組を推進 
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個人への分かりやすい健康情報の提供（３ステップ） 

ステップ①視覚に訴える! 

ステップ②数値の意味を伝える! 
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ステップ③ソリューションを伝える! 
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ヘルスケ
ア 

事業者 ＜ポイント＞ 

＜実施年度＞ 
H27年度から 

出典：９／１６ 第７回次世代ヘルスケア産業協議会健康投資ワーキンググループ（第7回） 厚生労働省資料 

ＩＣＴを活用した加入者個人の行動変容を促すしかけ 

健康診断の結果を基に、加入者の健康状態を個別に分かりやすく表示 
個別の健康状態（健康リスク）に応じて、必要となる情報を提供 
健康づくりの行動を可視化し、行った内容に応じてインセンティブを付与 
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生活習慣病をターゲットとした１次予防の展開② 

○こうした取組に併せて、個人の日常生活動線の中に 

 健康づくりの要素をどう入れるかがポイント 

 

 ☞学齢期の健康教育 

 

 ☞職場での環境づくり（働き方・職場環境の工夫） 

    コラボヘルスの重要性 

 

 ☞地域でのコミュニティ（仲間づくり）・まちづくりの工夫 
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生活習慣病の重症化予防 

○生活習慣病の発症者に対しては重症化予防の取 
  組が有効（医療機関への受診勧奨・保健指導） 
 
○特に、糖尿病性腎症の重症化予防は、人工透析へ 
   の移行を予防することにより、医療費的にも大きな 
   効果が期待 
 
○既に病気を発症している者をターゲットにするので 
   医療関係者といかに連携ができるかがポイント。 
 
⇒今後、国・日本医師会・日本糖尿病対策推進会議 
  で策定した重症化予防プログラムの横展開を推進 
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糖尿病性腎症重症化予防に係る連携協定締結について 

○ 呉市等の糖尿病性腎症重症化予防の取組を全国的に広げていくためには、各自治体、郡市医師会が協

働・連携できる体制の整備が必要。 

○ そのためには、埼玉県の例のように、都道府県レベルで、県庁等が県医師会と協力して重症化予防プ

ログラムを作成し、県内の市町村に広げる取組を進めることが効果的。 

○ そのような取組を国レベルでも支援する観点から、本年３月に、国レベルで糖尿病性腎症重症化予防

プログラムを策定する旨、「厚労省・日本医師会・日本糖尿病対策推進会議」の三者で、連携協定を締

結した。 

１．趣旨 

○日本医師会          横倉会長（日本糖尿病対策推進会議会長を兼任） 

○日本糖尿病対策推進会議 門脇副会長（日本糖尿病学会理事長） 清野副会長（日本糖尿病協会理事長） 

                  堀副会長（日本歯科医師会会長）  今村副会長（日本医師会副会長） 

○塩崎厚生労働大臣 

２．参加者 

 

○ 日本医師会、日本糖尿病対策推進会議及び厚生労働省は、「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」を速やか 

   に定める。策定したプログラムに基づき、三者は次の取組を進める。 

３．協定の概要 

日本医師会 日本糖尿病対策推進会議 厚生労働省 

・プログラムを都道府県医師会や郡
市区医師会へ周知 

・かかりつけ医と専門医等との連携
の強化など自治体等との連携体制
の構築への協力 

・プログラムを構成団体へ周知 

・国民や患者への啓発、医療従事
者への研修に努める 

・自治体等による地域医療体制の
構築に協力 

・プログラムを自治体等に周知 

・取組を行う自治体に対するインセ
ンティブの導入等 

・自治体等の取組実績について、分
析及び研究の推進 
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データヘルスの更なる推進 

○データヘルス計画は、２７年９月現在で、ほとんどの保険者で作成が完了。 

○今後は、平成３０年度からの本格稼働に向け、データヘルス計画のＰＤＣＡサイクルの標準化を目指す。 

課題① ノウハウ・推進方策 

 
生活習慣病をターゲットとした１次予防の展開（健康無関心層対策） 
 ○加入者への健康情報の分かりやすい情報提供  視覚に訴える・数値の意味を伝える・ソリューションを伝える 
 ○ヘルスケアポイント（個人インセンティブ） 
 ○コラボヘルスによる個人の日常生活動線（学校・職場・地域）での環境づくり 
 
糖尿病の重症化予防 
 ○重症化予防プログラム（対象者・指導方法等）・地域の医療関係者との連携体制の構築が必要 
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課題② 専門的人材・マンパワー 
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 ○現在、保険者種別ごとに実際の評価の在り方を検討中 
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開催日時： 2015年12月15日（火） 10：00－18：00 
開催場所： 東京国際フォーラム ホールＢ７（地上７階） 
        （住所：東京都千代田区丸の内３丁目５−１） 
主  催 ： 厚生労働省  
内  容 ： 健康増進・予防に資する製品・サービス 
        提供事業者等による展示、セミナー等 
参加対象： 医療保険者、企業経営者・人事/総務担当者、 
        自治体関係者、医療専門職、報道メディア等 

「データヘルス・予防サービス見本市２０１５」の開催 

○医療保険者や健康・予防サービスを提供する事業者などのマッチングや、健康づくり 
 の取組を実施している医療保険者、企業、地方自治体等との情報交換の場として、 
 「データヘルス・予防サービス見本市２０１５」（厚生労働省主催）を開催した。 
 
○健診・保健指導、データ分析、健康な職場づくりに関する展示やセミナーを実施し、 
 出展者数は２８ブース、約３０００人が参加した。 
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糖尿病の重症化予防 
 ○重症化予防プログラム（対象者・指導方法等）・地域の医療関係者との連携体制の構築が必要 
 ○国（厚労省）・日本医師会・日本糖尿病対策推進会議で締結した重症化予防プログラムの横展開を推進  
 

課題② 専門的人材・マンパワー 

人材・マンパワー対策 
 ○健康・予防サービスを提供する事業者と、保険者等とのマッチングを推進 
 ○データヘルス・予防サービス見本市の実施 

課題③ 事業実施へのインセンティブ 

保険者インセンティブ 
 ○保険者の共通的な評価指標の作成 
 ○現在、保険者種別ごとに実際の評価の在り方を検討中 
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保険者 
種別 

健康保険組合 
・共済組合 

協会けんぽ 国保（都道府県 
・市町村） 

国保組合 後期高齢者医療 
広域連合 

手法 後期高齢者支援金の 
加算・減算制度の見直し 

各支部の取組等を 

都道府県単位保険
料率に反映 

保険者努力支援制度を 
創設 

各国保組合の取組等
を特別調整補助金に
反映 

各広域連合の取組
等を特別調整交付
金に反映 

指標  保険者種別共通の項目を設定 
 （各項目の具体的な基準や、保険者種別の特性を踏まえて追加する項目は保険者種別毎に設定） 

保険者に対する予防・健康づくり等のインセンティブの見直しについて 

保険者 
種別 

健康保険組合 
・共済組合 

協会けんぽ 国保（市町村） 国保組合 

手法 後期高齢者支援金の加算・減算制度 

指標 特定健診・保健指導の実施率 

後期高齢者医療 
広域連合 

なし 

〈見直し後（平成30年度～）〉 

〈現行（～平成29年度）〉 

○ これまでの検討会での指摘や日本再興戦略等を踏まえ、本年の医療保険制度改革関連法において、国保の保険者努力支
援制度が創設されたこともあり、保険者種別それぞれの特性に応じた新たなインセンティブ制度に見直すこととした。 

○ なお、指標の設定に当たっては、以下の附帯決議に留意する必要がある。 
◎持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 参議院厚生労働委員会 
  一、国民健康保険について 
   ５  保険者努力支援制度の実施に当たっては、保険者の努力が報われ、医療費適正化に向けた取組等が推進されるよう、

綿密なデータ収集に基づく適正かつ客観的な指標の策定に取り組むこと。 

  

P 
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今後の保険者における予防・健康づくり等の取組の推進に当たって共通的に評価する指標 
 

○ 保険者による健診・保健指導等に関する検討会において、今後、保険者が種別に関わりなく共通的に推進すべ
き取組について検討 

○ その結果を踏まえ、今後、保険者種別ごとに具体的なインセンティブの指標や制度の詳細について検討（今年度
中を目途に中間的な取りまとめを行う予定） 

 

【指標①】特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率 

 ○ 特定健診･特定保健指導の実施率、メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少率、健診未受診者・保健指導未
利用者対策 

 
【指標②】特定健診･特定保健指導に加えて他の健診の実施や健診結果等に基づく受診勧奨等の取組の実施状況 

 ○ がん検診や歯科健診などの 健（検）診の実施、健診結果等に基づく受診勧奨や精密検査の必要な者に対する働きかけ、
歯科のリスク保有者への保健指導等の取組の実施状況 

 

【指標③】糖尿病等の重症化予防の取組の実施状況 

 ○ 糖尿病等の治療中断者への働きかけや、治療中の加入者に対して医療機関等と連携して重症化を予防するための保健指
導等を実施する取組 

 

【指標④】広く加入者に対して行う予防･健康づくりの取組の実施状況 

 ○ ICT等を活用して本人に分かりやすく健診結果の情報提供を行うことや、ヘルスケアポイント等による予防・健康づくり
へのインセンティブ付与の取組のうち、実効性のあるもの 

ア 予防・健康づくりに係る指標 

【指標⑤】加入者の適正受診・適正服薬を促す取組の実施状況 

 ○ 地域のかかりつけ医師、薬剤師等との連携の下、重複頻回受診者、重複服薬・多剤投与と思われる者への訪問指導 の実
施や、訪問による残薬確認・指導等の取組 

 

【指標⑥】後発医薬品の使用促進に関する取組の実施状況 
   ○ 後発医薬品差額通知の実施や後発医薬品の希望カードの配付など、実施により加入者の後発医薬品の使用を定着・習慣

化させ、その後の後発医薬品の継続使用に資するもの 

イ 医療の効率的な提供への働きかけに係る指標 
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今後の取組の進め方 

○これらの取組は、日本健康会議の宣言に係る取組と 
 も深く関係しているところであり、今後は、当該宣言の 
 達成状況を定期的に把握・見える化しつつ、推進して 
 いく。 
 
 ☞日本健康会議での進捗状況の公表 
 
 ☞日本健康会議ポータルサイトでの見える化 
 
 ☞好事例の収集・普及 
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日
本
健
康
会
議
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
へ
反
映 

 
 

 
 

 
 

 

（
２
０
１
６
年
７
月
下
旬
） 

各
Ｗ
Ｇ
で
精
査 

○ 保険者の取組の全数調査を行い、その結果について「見える化」。 
○ 毎年４月～５月頃に実施状況把握し、７月に状況公表することを予定。 

各
Ｗ
Ｇ
に
お
い
て
要
件
の
定
義 

（
実
態
把
握
） 

第
２
回 

日
本
健
康
会
議 

 
 

 
 

 
 

 

（
２
０
１
６
年
７
月
） 

保
険
者
全
数
調
査 

 
 

 
 

 

（
２
０
１
６
年
４
月
頃
実
施
） 

平成２８年１月  ２月  ３月    ４月    ５月   ６月   ７月     

  進捗状況把握のスケジュール 
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日本健康会議ポータルサイト データヘルスポータルサイト 

日本健康会議のＨＰにおいて、 

健康なまち・職場づくり宣言２０２０で、 

宣言ごとに、取組を実施している保険者等と 

先進的な取組を可視化。 

医療保険者のデータヘルスの取組を

支援するポータルサイトを開設。 

【イメージ図】 

データヘルスポータルサイト 

保険者協議会ロ
グイン 

ヘルスケア開催 

【｢データヘルスポータルサイト｣イメージ図】 

○ 医療保険者と地方自治体や企業、大学等が 
  保健事業を通じて連携を促進するための 
  仕組みづくりとして、保健事業のプラット 
  フォームを構築 
 
○ 各医療保険者が実施する効果的な保健事業の 
  情報発信を行う場を提供 
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